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 教育熱心に由来する言動であっても，教育のプロフェッショナルの言動としては，是認でき

ないことがある。すなわち，動機は善であっても，子どもの「幸福になる権利」を奪う言動を

とることがある。なるべくそうならないために，本協会認定の教育カウンセラーは，お互いに

注意しようではないか。 

 そういう思いをこめて，以下のような倫理綱領を設定した。 

 

ⅠⅠⅠⅠ    児童・生徒に対する責任児童・生徒に対する責任児童・生徒に対する責任児童・生徒に対する責任    

１．教育カウンセラーは，自分の職務範囲（発達課題の解決と人間成長への援助），あるいは

能力範囲を越える問題には深入りせず，しかるべき他の機関あるいは専門家にリファーす

ること。 

２．教育カウンセラーは，自分の職務範囲あるいは能力範囲の問題であっても，時間的・体力

的・心理的に一人で長期にわたり背負うのは無理があると思うときは管理職，先輩，同僚

の援助を受けることをためらわないこと。今はチーム支援の時代である。 

３．教育カウンセラーは，カウンセリングプログラム（例：構成的エンカウンター，キャリア

ガイダンス）を実施するときは，事前にインフォームドコンセントの手順を踏むこと。 

４．教育カウンセラーは，自分の思想団体に児童・生徒を勧誘しないこと。 

５．教育カウンセラーは，公の研究発表の際には，当該人物（児童・生徒およびその保護者）

の了承をとっておくこと。 

６．教育カウンセラーは，児童・生徒が自他の生命を傷つけるおそれを感じたときは「しばら

く様子を見よう」という態度を捨て，直ちに校長に連絡すること。 

７．教育カウンセラーは，個人やグループに介入するときは（注意・解釈・助言・指示・自己

開示・罰），心の中で３回自問自答をすること。 

1 これは介入した方がよい場面か 

2 介入した結果，状況は変わったか 

3 介入をやめてもよい状況か 

要するに感情に流されないことである。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    保護者に対する責任保護者に対する責任保護者に対する責任保護者に対する責任    

１．児童・生徒の人生には，保護者が責任と権利を持っていることを教育カウンセラーは認め

ること。「保護者から子どもを預かっているのだ」と考えること。 

２．保護者は，学校文化とは異なるそれぞれの文化の代表者であると考えること。すなわち，

教育カウンセラーは文化人類学者の心構えをもつこと。 

３．教育カウンセラーは，保護者を子どもへの援助協力者と考えること。保護者をクライエン

ト扱いしないこと。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    同僚に対する責任同僚に対する責任同僚に対する責任同僚に対する責任    

１．教育カウンセラーは，同僚の有する資格・見解・体験に対しては敬意を払うこと。自分の
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学派や流儀だけが正しいと思い込まないこと。 

２．教育カウンセラーは，同僚や他の職種の人々がアセスメントや介入をするときに役立つで

あろう情報は提供すること。守秘義務の美名のもとに「黙して語らず」にならぬこと。 

３．教育カウンセラーは，児童・生徒が他の援助者からもサービスを受けていることを知った

ときには，他の援助者と連携すること。「ふたまたをかけるべきではない」というイラシ

ョナル・ビリーフにとらわれないこと。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    学校および地域に対する責任学校および地域に対する責任学校および地域に対する責任学校および地域に対する責任    

１．教育カウンセラーは，児童・生徒が学校や地域に害を加えるおそれを感じたときは，校長

に連絡すること。 

２．教育カウンセラーは，自分の役割遂行が妨害される状況におかれた場合はそのことを校長

に申し出ること。 

３．教育カウンセラーは，自分の職務範囲内あるいは能力範囲内の仕事のみを引き受けること。

たとえば，カウンセリングの学習をしていない退職校長がカウンセラーの職に就くのは職

業倫理に反する。 

４．教育カウンセラーは，児童・生徒の成長に役立つ学校・地域のプログラムには協力的であ

ること。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    職業に対する責任職業に対する責任職業に対する責任職業に対する責任    

１．教育カウンセラーは，実践・研究で発見したことは独占しないで，研究会や論文・報告書

などで発表すること。 

２．教育カウンセラーは，私的利益のためにその地位を利用しないこと。 

３．教育カウンセラーは，研究会や研究発表会にはなるべく参加して，専門知識の刷新を心が

けること。 

４．教育カウンセラーは，仲間の言動が職業倫理に反すると思ったときには，自分の偏見かど

うかを確かめるために仲間２人に意見をきくこと。しかる後に当該人物に個人的に警告を

発すること。個人的レベルの警告が奏効しないときは，倫理委員会に相当する校内の委員

会に連絡すること。それでも事態が変わらないときは，日本教育カウンセラー協会に連絡

すること。 

 

 以上のルールは，時代の変化やカウンセリングの実践・研究の進展につれて修正さるべきも

のである。決して永遠に不変の金科玉条ではない。数年に一度は本協会会員の英知を集めて，

この綱領が教育現場にとって現実的かどうかを検討・修正したいと思っている。 

 本協会発足の今は，とりあえずこのような申し合わせで，教育カウンセラーのプロフェッシ

ョナル・レベルを保ちたいと願っている。教育カウンセラー各位のご理解とご協力を頂きたい。 

 


